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― はじめに ―  

 

 この手引きは、大規模小売店舗を設置又は変更する場合に必要となる大規模小売店舗立

地法に基づく届出等の手続について、理解を深めていただく目的で作成したものです。 

どのようなときにどのような届出や報告をする必要があるのか、また添付書類としては

何が必要なのかについて説明してあります。 

 これから大規模小売店舗を設置しようとお考えの方、既に大規模小売店舗を設置してお

られる方などが大規模小売店舗立地法の届出や報告を行うに当たり、この手引きを十分活

用されるようお願いします。 

 なお、記載内容については、随時見直しを行っておりますので、実際の手続きにあたっ

ては県の担当者にご照会いただきますようお願いします。 
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